
様式第 1 号（第 4 条関係） 

      令和   年  月  日 

京丹後市長 様 

              〒 

登録申込者   住所 

            氏名 

            電話    －    － 

            申込者の区分 □本人 □法定代理人 □法定代理人以外の代理人 

 

京丹後市本人通知制度登録申込書 

 

  京丹後市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱第４条第１項の規定に基

づき、次のとおり登録を申し込みます。 

※登録申込者と同一戸籍又は世帯の方は、枠内の氏名欄に本人が自署することにより、申込日において登録申込者

に登録を委任する意思表示とし、登録することができます。（本人自署に疑義がある場合は、確認させていただく

ことがあります。）なお、登録をする者が 15歳未満の場合は、法定代理人が自署してください。 

登 

 

録 

 

を 

 

す 

 

る 

 

者 

氏名 生年月日 住所 本籍 

① 

□申込者と同じ 

年  月  日 

□申込者と同じ  

           

筆頭者        

② 

 

年  月  日 

□申込者と同じ □①と同じ 

           

筆頭者        

③ 

 

年  月  日 

□申込者と同じ □①と同じ 

           

筆頭者        

④ 

 

年  月  日 

□申込者と同じ □①と同じ 

           

筆頭者        

⑤ 

 

年  月  日 

□申込者と同じ □①と同じ 

           

筆頭者        

⑥ 

 

年  月  日 

□申込者と同じ □①と同じ 

           

筆頭者        

 

（注）申込みの際は次の書類を提示又は提出してください。 

(1)登録申込者の本人確認書類（運転免許証、個人番号カード、旅券等） 

  (2)登録申込者が法定代理人であるときは、その資格を証明する書類（戸籍謄本、登記事項証明等） 

  (3)登録申込者が法定代理人以外の代理人であるときは、委任状 

明・大・昭・平・令 

明・大・昭・平・令 

明・大・昭・平・令 

明・大・昭・平・令 

明・大・昭・平・令 

明・大・昭・平・令 



本人通知制度について 

 

１ 本人通知制度は、この申込みにより登録した人（以下「登録者」という。）に係る住民票の

写し等を第三者に交付した場合に交付した事実について通知する制度です。 

第三者に登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、登録者に「京丹後市住民票の写し等

の第三者交付に係る本人通知書」（以下「通知書」という。）を送付します。 

なお、次の請求は通知の対象になりません。 

（1）登録者本人、同一世帯員からの住民票の写しの請求 

（2）登録者本人、同じ戸籍に記載されている人及び直系の尊属卑属からの戸籍関係証明書の請

求 

（3）公用による請求 

2 通知書では、次の事項をお知らせします。 

（1）交付証明書の交付年月日 

（2）交付証明書の種別 

（3）交付証明書の交付通数 

（4）交付証明書の請求者の種別 

3 登録を希望する人は、疾病その他やむを得ない理由により自ら手続することができない場合

は、代理人により登録を申込むことができます。 

4 登録を廃止しようとする場合並びに転出又は転居等により登録した内容に変更が生じた場合

は、届出が必要です。 

5 登録者が死亡、居所不明等により住民票が消除されたときや、通知書が返戻されたときは登

録を廃止します。 

6 登録事務において、戸籍等の内容を調査することがありますのであらかじめ御了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

市処理欄 

 

受付者 登録者 本人確認書類 その他確認事項 備考 

  □運転免許証 □個人番号カード  

□旅券    □保険証 

□その他（        ） 

□戸籍  □委任状 

□登記事項証明 

（法定代理人） 

□公簿確認 

登録番号 名簿入力（ 未 ・ 済 ） 付箋処理（ 住 ・ 戸 ） 付箋確認（ 未 ・ 済 ） 

登録者名簿の登録年月日   年  月  日 登録通知書送付年月日   年  月  日 


